
昭和63年3月31日制定 平成3年12月26日一部改定 平成5年12月28日一部改定 平成6年12月27日一部改定 平成7年12月22日一部改定 平成10年9月25日一部改定 平成16年12月27日一部改定

登録手数料 登録手数料 登録手数料 年間使用料 年間使用料 年間使用料

置台設置あり 屋根なし 屋根なし 屋根なし 1台につき　一般　12,000円 1台につき　　20,400円

1台につき市民　3,000円 1台につき　4,500円 1台につき　　　  　6,000円 1台につき　　10,000円 1台につき（屋根付）24,000円

市外　4,000円 屋根つき

置台設置なし 屋根つき 屋根つき 1台につき　　18,000円

1台につき市民　2,000円 1台につき　8,000円 1台につき　　　　11,000円

市外　　　　　　　 3,000円

1台につき　一般　50円 1台につき　一般　  100円 1台につき　一般　  100円 1台につき　一般　  100円

1台につき　学生　30円 1台につき　学生等　50円 1台につき　学生等　50円 1台につき　学生等　50円

1台につき市民　4,000円 1台につき　6,000円 1台につき　8,000円 1台につき　一般　13,000円１台につき　一般　15,000円 １台につき　25,200円

市外　             5,000円 1台につき（屋根付）30,000円

1台につき　一般　100円 1台につき　一般　150円 1台につき　一般　150円 1台につき　一般　   200円 1台につき　一般　   200円 1台につき　一般　   200円

1台につき　学生　  50円 1台につき　学生　  80円 1台につき　学生　  80円 1台につき　学生等　100円 1台につき　学生等　100円 1台につき　学生等　100円

学生等　5割 学生等　5割 学生等　4割 学生等　4割 学生等　4割 学生等　4割

1台につき　2,000円 1台につき　2,000円

１台につき　1,000円 １台につき　1,000円 1台につき　1,000円 １台につき　1,000円 １台につき　1,000円 1台につき　1,000円

　「自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐車
対策の総合的推進に関す
る法律」の一部改正(平成
６年６月２０日施行)に伴
い、条例名、定義等を精
査。
　なお、料金改定は行って
いない。

区分

市営自転車等駐車場登録使用料の改定経過一覧表

自転車

原動機
付自転

車

減免規定

1台につき　2,000円 1台につき　2,000円 1台につき　2,000円 1台につき　2,000円撤去

年間

撤去料

一時利用

年間

一時利用
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